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藤岡市空家解体補助金交付要綱 
平成31年3月19日 

告示第26号 
(趣旨) 
第１条　この要綱は、市民の安全で安心な暮らしを確保し、地域の良好な景観を保全するた

め、自発的に空家の解体を行おうとする者に対して、予算の範囲内でその費用の一部を補

助することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 
(定義) 
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
(1)　空家　市内に現に存する建築物であって居住その他の使用がされていない期間が1

年以上であるものをいう。ただし、国若しくは地方公共団体が所有し、又は管理するも

のを除く。 
(2)　工作物等　前号に規定する空家の敷地に附属する工作物(立木その他土地に定着す

るものを含む。)をいう。 
(補助対象者) 
第３条　この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに

該当する者とする。 
(1)　次条に規定する補助対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)の登記事項証明

書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として記載されている者又はその法

定相続人 
(2)　市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。 
(3)　過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 
(4)　藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でな

いこと。 
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、補助対象としない。 

(1)　補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続

人全員から当該空家の解体についての同意を得ていない者 
(2)　補助対象空家とその敷地の所有者が異なる場合において、当該補助対象空家の解体

について当該敷地の所有者全員の同意を得ていない者 
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(3)　その他市長が補助の対象として不適当と認める者 
(補助対象空家) 
第４条　この要綱により補助の対象となる空家は、個人が所有し、かつ、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 
(1)　主たる用途が一戸建ての住宅(併用住宅を含む。) 
(2)　昭和56年以前に建築された延べ面積が80平方メートル以上の建築物(前号に掲げる

ものを除く。) 
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる空家については、補助対象としない。 

(1)　所有権以外の権利が設定されている空家 
(2)　公共事業による移転、建替え等の補償の対象になっている空家 
(3)　その他市長が補助の対象として不適当と認める空家 
(補助対象工事) 
第５条　この要綱により補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲

げる要件を全て満たすものでなければならない。 
(1)　空家が所在する敷地に存する全ての建築物を解体する工事(当該空家の解体工事と

ともに工作物等を解体する場合は、それを含む。)であること。 
(2)　市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。 
(3)　建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは

解体工事業の許可(以下「建設業法許可」という。)を受けた者又は建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録(以下

「建設リサイクル法登録」という。)を受けた者が請け負う工事であること。 
(4)　第9条に規定する補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であること。 
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、補助対象としない。 

(1)　空家に存する家具等の物品を処分する工事 
(2)　その他市長が補助の対象として不適当と認める工事 
(補助金の額) 
第６条　補助金の額は、補助対象工事に要する経費を合計した額に3分の1を乗じて得た額

(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度

とする。 
２　前項の規定にかかわらず、昭和56年以前に建築された第4条第1項第1号の空家を解体す

る場合は、30万円を限度とする。 
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(交付申請) 
第７条　補助金の交付を受けようとする者は、空家解体補助金交付申請書(様式第1号)に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
(1)　申請者が住民登録基本台帳に記載されている市区町村の住民票の写し(発行されて

から3月以内のもの) 
(2)　申請者が住民登録基本台帳に記載されている市区町村の市町村税の滞納がないこと

を証明する書類(発行されてから3月以内のもの) 
(3)　空家の登記事項証明書(発行されてから3月以内のもの)。ただし、未登記の場合は現

年度の固定資産税納税通知書の写し又は現年度の評価証明書等 
(4)　空家が所在する土地の登記事項証明書(発行されてから3月以内のもの) 
(5)　戸籍謄本等(空家所有者が死亡しており、その法定相続人が申請をする場合に限る。) 
(6)　戸籍の附票(住民票と登記事項証明書の住所が異なる場合に限る。) 
(7)　解体工事に係る誓約書(様式第2号) 
(8)　空家であることが分かる次のいずれかの書類 
ア　電気、水道又はガスの廃止等が確認できる書類 
イ　その他空家であることが容易に認められる書類 

(9)　補助対象空家の付近見取図(様式第3号) 
(10)　補助対象工事に係る費用の見積書の写し 
(11)　建設業法許可又は建設リサイクル法登録を受けていることを証する書類の写し 
(12)　補助対象工事の施工前の状態を確認できる写真(様式第4号) 
(13)　委任状(様式第5号。次条の規定により事務の手続を第三者に委任する場合に限る。) 
(14)　暴力団排除に関する誓約書(様式第6号) 
(15)　その他市長が必要と認める書類 
２　申請者が市外の住民登録基本台帳に記載されている場合、前項第2号に掲げる書類のほ

かに、藤岡市が発行する市税の滞納がないことを証明する書類を添えるものとする。 
(事務手続の委任) 
第８条　申請者は、補助金の申請等に係る事務の手続を第三者に委任することができる。 

(交付決定) 
第９条　市長は、第7条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定して、空家解体補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により当

該申請をした者に通知するものとする。 
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(変更又は中止) 
第１０条　前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、

補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、空家解体補助金交付決定変

更(中止)申請書(様式第8号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
２　市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請の内容を審査した結果、

補助金交付の決定の変更を適当と認めたときは、空家解体補助金交付決定変更(中止)通知

書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。 
(実績報告) 
第１１条　補助事業者は、補助対象工事が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は

当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、空

家解体補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 
(1)　補助対象工事の請負契約書又は請書の写し 
(2)　補助対象工事に要した経費の領収書の写し 
(3)　補助対象工事の完了を確認できる写真(様式第11号) 
(4)　補助対象工事に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第

12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票のA票の写し 
(5)　その他市長が必要と認める書類 
(補助金の額の決定) 
第１２条　市長は、前条に規定する報告があった場合において、当該申請の内容を審査した

結果、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、空家解体補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業

者に通知するものとする。 
(請求及び交付) 
第１３条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとすると

きは、空家解体補助金請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。 
２　市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査した結果、

適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。 
(交付決定の取消し等) 
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第１４条　市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決

定を取り消し、補助事業者に空家解体補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知

するものとする。 
(1)　第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。 
(2)　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。 
(3)　この要綱の規定に違反したとき。 
(4)　第11条に規定する期日までに実績報告がされなかったとき。 
２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。 
(跡地の管理) 
第１５条　補助事業者は、補助金の交付を受けて補助対象空家を解体した後、跡地の土砂の

流出、樹木の繁茂、廃棄物の投棄等が生じ、地域の生活環境を損なうことのないよう、跡

地を適切に管理するよう努めなければならない。 
(補則) 
第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 
(施行期日) 
１　この告示は、平成31年4月1日から施行する。 

(この告示の失効) 
２　この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条から第15条ま

での規定については、この告示は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 
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様式第１号(第7条関係) 
様式第２号(第7条関係) 
様式第３号(第7条関係) 
様式第４号(第7条関係) 
様式第５号(第7条関係) 
様式第６号(第7条関係) 
様式第７号(第9条関係) 
様式第８号(第10条関係) 
様式第９号(第10条関係) 
様式第１０号(第11条関係) 
様式第１１号(第11条関係) 
様式第１２号(第12条関係) 
様式第１３号(第13条関係) 
様式第１４号(第14条関係) 


